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侍認定制度の創設および体験プログラム開発等事業者の募集について 

 

 

 

  

記 

 

 

１ 侍認定制度とは 

外国人観光客に人気のある“侍”の文化を、かつて大名や侍が実際に使用し

ていた彦根城跡内の建物等にて疑似体験してもらう制度です。 

 体験プログラムを最後まで受講した方には、彦根の侍文化を体験した証明と

して、認定書の贈呈を行うもので、本認定制度実施にあたり、原則非公開とし

ていた彦根城跡内の楽々園（御書院棟・地震の間棟）の利用を条件とします。（有

料） 

 侍認定制度は、まず利用事業者の申請をしてもらい、事業者承認後、体験型

プログラムの商品を販売してもらいます。 

市は、認定書の提供と、HP や SNS 等で商品の PR を行います。 

 

２ 各種期間 

（１） 認定制度体験プログラム開発等事業者募集期間 

令和 6 年１０月１日（火）から令和 7 年３月１４日（金）まで 

（２） 体験プログラム実施期間 

体験プログラム開発等事業者認定の決定があった日から令和 7 年 3 月 

31 日（月）まで 

 

このたび、豊かな歴史と文化遺産を誇る観光都市「彦根」を、世界に向け

て発信し、さらなるインバウンド誘客を推進するため、市の文化財を有効活

用し、新たな「侍認定制度」という体験型プログラムを創設することとなり

ましたのでお知らせします。 

あわせて、体験プログラム開発等事業者の募集も実施いたします。 
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３ スケジュール等 

【事業者認定】 

事業者募集期間：令和 6 年１０月１日（火）から令和 7 年 3 月 14 日（金） 

まで 

 事業者から申し込み  

＊別紙①「侍認定制度 体験プログラム開発等事業者認定申請書」 

および事業者の概要がわかる資料を提出 

      ↓ 

 事業者認定（１週間以内） ＊個別に通知 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【開発商品詳細報告】 

商品開発 ＊施設利用方法や利用予定日の予約について、文化財課に事業者 

から連絡 

      ↓ 

 体験商品の内容を実施の 2 週間前までに報告 

＊別紙②「侍認定制度 開発商品詳細報告書」を提出 

      ↓ 

市 HP・SNS に情報を掲出 

      ↓ 

 体験商品の実施 

      ↓ 

 翌月の１５日までに前月の実績報告 

 

【侍認定書イメージ】※巻物形式 

 

【問い合わせ先】 

彦根市観光文化戦略部観光交流課 

担当 ： 中村、山岸 

電話 ： 0749‐30‐6120 

FAX  ： 0749‐24‐9676 

E-mail： 

 kanko@ma.city.hikone.shiga.jp 


